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 生産量は、長年にわたって大きな変動は見られず、

安定的に推移している。平成 25年度は、出荷頭数が増

加したことなどから 91 万 7500 トン（同 1.2％増）

と、わずかに増加した。 

 26 年度は、前年度の猛暑の影響、国内でのＰＥＤ発

生の影響などにより出荷頭数が減少したことから、87

万 4900 トン（同 4.6％減）と、やや減少した。 

 27 年度は、前年度に発生したＰＥＤの影響から回復

し出荷頭数が増加したことから、88万 7600トン（同

1.4％増）と、わずかに増加した（図 3）。 

 

図3 豚肉生産量および子取り用めす豚の頭数  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：農林水産省「畜産統計」、「食肉流通統計」 
注 1：生産量は、部分肉ベース。 
注 2：子取り用めす豚の頭数は、各年2月1日現在。平成27年は世界農林業 
 センサスの調査年のためデータなし。 

 

◆輸入 

 27 年度の豚肉輸入量、1.2％増加 

豚肉 

 豚肉の輸入量について、平成 25年度は、冷蔵品が増

加したものの、冷凍品が減少した結果、合計で 74 万

4300 トン（前年度比 2.0％減）となり、2年連続で減

少した。 

 26 年度は、現地相場高などから冷蔵品は減少したも

のの、国内におけるＰＥＤ発生による生産量減少見通

しから、冷凍品が大幅に増加した結果、合計で 81 万

6200 トン（同 9.7％増）と、かなりの程度増加した。 

 27 年度は、冷凍品は、輸入量が多かった前年度の反

動もあり減少したものの、冷蔵品は主要産地である北

米において、ＰＥＤの沈静化により生産が回復したこ

となどから大幅に増加した結果、合計では 82万 5600

トン（同 1.2％増）と、わずかに増加した（図 4）。 

図4 豚肉の冷蔵品、冷凍品別輸入量および輸入価格 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：財務省「貿易統計」 
 注：部分肉ベース。 

 

 

 27 年度の国別輸入量は、米国産が 26万 5800 トン

（同 0.9%減）と 4 年連続で減少した一方で、カナダ

産は 16万 9600トン（同 12.6％増）と 2年連続で増

加、デンマーク産は 11 万 6100 トン（同 8.7％減）

と 3 年ぶりに減少、メキシコ産は 7 万 500 トン（同

9.8％増）と 6年連続で増加、チリ産は 2万 5100 ト

ン（同 6.1％増）となった。また、その他に含まれるス

ペイン産などは大幅に増加した（図 5）。 

図5 豚肉の国別輸入量 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：財務省「貿易統計」 
 注：部分肉ベース。 
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